
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
知
事
指
定
薬
物
の
失
効 

（
薬　

務　

課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　
　

一

公　
　
　

告

〇
財
政
状
況
の
公
表 

（
財　

政　

課
）　
　

二

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

　

定 

（
観　

光　

課
）　
　

二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
） 
（
建
築
宅
地
課
）　
　

二

公
安
委
員
会

〇
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

三

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
二
二
一
〇
〇
三
一

単
独
型
短
期
入
所
事
業

所
あ
い
の
は
な

柴
田
郡
大
河
原
町
大
谷

字
戸
ノ
内
前
二
十
一
番

一

短
期
入
所

特
定
非
営
利
活

動
法
人
あ
い
の

は
な

平
成
二
十
九
年

七
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
が
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

１ 　

化
学
名　

二

－

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）

－

二

－

フ
ェ
ニ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン

－

一

－

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称

名
：
Ｄ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｏ
ｒ
ｏ
ｋ
ｅ
ｔ
ａ
ｍ
ｉ
ｎ
ｅ
又
は
Ｄ
Ｘ
Ｅ
又
は
Ｄ
Ｃ
Ｋ
）

　

２ 　

化
学
名　

一

－

（
四

－

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

－

Ｎ

－

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン

－

二

－

ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称

名
：
４

－

Ｃ
Ｍ
Ａ
又
は
ｐ

－

Ｃ
Ｍ
Ａ
）

　

３ 　

化
学
名　

一

－

（
四

－

シ
ア
ノ
ブ
チ
ル
）

－

Ｎ

－

（
二

－

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン

－

二

－

イ
ル
）

－

一
Ｈ

－

イ
ン

ダ
ゾ
ー
ル

－

三

－

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
Ｃ
Ｕ
Ｍ
Ｙ
Ｌ

－

４
Ｃ
Ｎ

－

Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
）

二　

失
効
の
理
由

　
　

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
、
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
た
め

三　

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
る
日　

　
　

平
成
二
十
九
年
七
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
町
八
七
の
一
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由
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指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公　
　
　

告

〇
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
の
財
政
状
況
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

沿
岸
部
観
光
復
興
情
報
等
発
信
業
務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

経
済
商
工
観
光
部
観
光
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
一
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
第
一
広
告
社　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三

丁
目
七
番
一
号

五　

契
約
金
額　

九
千
九
百
九
十
五
万
四
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
該
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
田
高
字
神
明
十
番
、
十
番
三
の
一
部
、
十
番
四
、

十
番
五
、
十
番
六
の
一
部
、
十
番
七
、
十
番
九
、
十
番
十

　

名
取
市
手
倉
田
字
堰
根
二
百
七
十
七
番
地

 

株
式
会
社　

今
慶
農
産　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

牡
鹿
郡
女
川
町
尾
浦
字
尾
浦
四
十
二
番
四
、
四
十
二
番

六
、
四
十
九
番
一
の
一
部
、
五
十
番
一
の
一
部
、
五
十
番

三
の
一
部
、
五
十
番
五
、
五
十
二
番
三
、
五
十
三
番
五
、

百
二
十
二
番
一
、
百
二
十
二
番
二
の
一
部
、
百
二
十
四
番

一
、
百
二
十
四
番
四
の
一
部
、
百
二
十
四
番
五
、
百
二
十

五
番
三
の
一
部
、
百
三
十
六
番
一
の
一
部
、
百
三
十
八
番

一
、
百
三
十
八
番
二
の
一
部
、
百
三
十
八
番
三
、
百
三
十

九
番
一
の
一
部
、
百
三
十
九
番
五
の
一
部
、
百
三
十
九
番

六
、
百
四
十
一
番
の
一
部
、
百
四
十
二
番
一
の
一
部
、
百

四
十
三
番
三
の
一
部
、
百
四
十
七
番
一
の
一
部
、
百
四
十

七
番
三
の
一
部

 

女
川
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

牡
鹿
郡
女
川
町
高
白
浜
字
崎
山
九
番
一
の
一
部
、
九
番

二
の
一
部
、
十
九
番
の
一
部
、
二
十
番
二
の
一
部
、
二
十

一
番
の
一
部
、
二
十
三
番
の
一
部
、
二
十
四
番
の
一
部
、

二
十
六
番
一
の
一
部
、
三
十
二
番
一
の
一
部
、
五
十
三
番

一
の
一
部
、
五
十
四
番
の
一
部
、
五
十
五
番
の
一
部
、
五

十
六
番
、
五
十
七
番
一
の
一
部
、
五
十
八
番
一
の
一
部
、
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

六
十
番
の
一
部
、
六
十
一
番
、
六
十
二
番
の
一
部
、
六
十

三
番
の
一
部
、
八
十
七
番
の
一
部
、
八
十
八
番
一
、
十
九

番
地
先
の
道
の
一
部
、
六
十
番
地
先
の
道
の
一
部
、
五
十

八
番
一
地
先
の
道
の
一
部
、
十
七
番
地
先
の
道
の
一
部
、

九
番
一
地
先
の
道
の
一
部
、
八
十
八
番
一
地
先
の
水
の
一

部
、
同
字
高
白
二
十
九
番
二
の
一
部
（
第
二
工
区
）

 

女
川
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
7
号

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
29年
６
月
30日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
森
山
　
博
　
　

　
　
　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
29年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

別
表
第
1
（
第
３
条
関
係
）

交
番
の
名
称
及
び
位
置

警
察
署
名

名
　
称

位
　
置

（
略
）

涌
谷
幹
部
交

番
遠
田
郡
涌
谷

町
字
柳
町
18

番
地
１
　

（
略
）

別
表
第
2
・
別
表
第
3
　
（
略
）

別
表
第
4
（
第
４
条
関
係
）

　
仙
台
中
央
警
察
署
～
大
和
警
察
署
　
（
略
）

　
石
巻
警
察
署

名
称

受
持
区
域

別
表
第
1
（
第
３
条
関
係
）

交
番
の
名
称
及
び
位
置

警
察
署
名

名
　
称

位
　
置

（
略
）

涌
谷
幹
部
交

番
遠
田
郡
涌
谷

町
字
柳
町
17

番
地
10

（
略
）

別
表
第
2
・
別
表
第
3
　
（
略
）

別
表
第
4
（
第
４
条
関
係
）

　
仙
台
中
央
警
察
署
～
大
和
警
察
署
　
（
略
）

　
石
巻
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

渡
波
交
番

石
巻
市
の
う
ち

伊
勢
町
、
宇
田
川
町
、
大
宮

町
、
後
生
橋
、
小
竹
浜
、
幸

町
、
沢

田
、
塩
富
町
一
丁
目
、
塩
富

町
二
丁
目
、
新
成
一
丁
目
か

ら
新
成
三
丁
目
ま
で
、
垂
水

町
一
丁
目
か
ら
垂
水
町
三
丁

目
ま
で
、
長
浜
町
、
流
留
、

沼
津
、
浜
松
町
、
松
原
町
、

真
野
、
万
石
町
、
水
沼
、
三

和
町
、
渡
波
、
渡
波
町
一
丁

目
か
ら
渡
波
町
三
丁
目
ま
で

（
略
）

　
気
仙
沼
警
察
署
～
登
米
警
察
署
　
（
略
）

　
河
北
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

大
谷
地
駐
在

所

石
巻
市
の
う
ち

飯
野
、
小
船
越
、
成
田
（
根

岸
山
畑
、
境
山
畑
、
袖
吉
野
、

内
吉
野
、
吉
野
前
、
袖
吉
野

前
、
境
前
、
大
曲
土
手
外
、

岩
崎
前
及
び
岩
崎
土
手
前
）

（
略
）

　
南
三
陸
警
察
署
～
亘
理
警
察
署
　
（
略
）

（
略
）

渡
波
交
番

石
巻
市
の
う
ち

伊
勢
町
、
宇
田
川
町
、
大
宮

町
、
後
生
橋
、
小
竹
浜
、
幸

町
、
さ
く
ら
町
一
丁
目
か
ら

さ
く
ら
町
五
丁
目
ま
で
、
沢

田
、
塩
富
町
一
丁
目
、
塩
富

町
二
丁
目
、
新
成
一
丁
目
か

ら
新
成
三
丁
目
ま
で
、
垂
水

町
一
丁
目
か
ら
垂
水
町
三
丁

目
ま
で
、
長
浜
町
、
流
留
、

沼
津
、
浜
松
町
、
松
原
町
、

真
野
、
万
石
町
、
水
沼
、
三

和
町
、
渡
波
、
渡
波
町
一
丁

目
か
ら
渡
波
町
三
丁
目
ま
で

（
略
）

　
気
仙
沼
警
察
署
～
登
米
警
察
署
　
（
略
）

　
河
北
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

大
谷
地
駐
在

所

石
巻
市
の
う
ち

飯
野
、
小
船
越
、
成
田
（
根

岸
山
畑
、
境
山
畑
、
袖
吉
野
、

内
吉
野
、
吉
野
前
、
袖
吉
野

前
、
境
前
、
大
曲
土
手
外
、

岩
崎
前
及
び
岩
崎
土
手
前
）、

二
子
一
丁
目
か
ら
二
子
三
丁

目
ま
で

（
略
）

　
南
三
陸
警
察
署
～
亘
理
警
察
署
　
（
略
）

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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